
番号 質 問 回 答

1

仕様書「３ 事業概要（１）」について、首都圏在住外国人に発
信力のあるインフルエンサーと訪日旅行に関心のある外国人旅
行者に対して発信力のあるインフルエンサーの投稿を合わせて
４回以上ということか。それともそれぞれ４回以上の発信が必
要となるか。

仕様書に記載のとおり、各インフルエンサーについて、それぞ
れ４回以上の発信が必要となります。

2

仕様書「４ 委託業務（７）」について、
①メニューの開発に関し、受託者が担う業務はメニューのアイ
デアを提供するのみで、実際のレシピの調整、試作はレストラ
ンスタッフが対応する認識でよいか。

②試作に掛かる食材費は、県が負担する想定でよいか。

①受託者が担う業務は、アンテナショップ２階レストラン運営
事業者に対し、コラボメニューのレシピ提供を行い、メニュー
確定までの調整を行うことまでを想定しています。なお、試作
はレストランスタッフが対応します。

②県が経費を負担するのは、仕様書に記載のとおり、フェア期
間中にレストランで提供するメニューに係る食材費のみとな
り、アンテナショップ２階レストラン運営事業者との試作作業
及びフェア開催期間中に提供するメニュー確定までにかかる経
費については受託者の負担になります。

3

仕様書「３ 事業概要（３）」について、「現地旅行会社に情報
提供」とあるが、これはすでに岡山県と関係のある現地旅行会
社を紹介していただけるのか。それとも現地の旅行会社との新
たな関係構築も含めて業務を遂行する必要があるか。

本事業において、現地旅行会社へ情報提供を行う場合には、提
案者様の方で現地の旅行会社を提案していただく必要がありま
す。

4

仕様書「３　事業概要（２）」について
①コラボメニューを期間限定で展開するとは、具体的にどうい
う事をしますか。

②コラボメニューを開発して、そのレシピをご提供し、実際に
厨房の方に料理指導を行うのか。

③完全にレストラン管理をするのか。例えば、期間中レストラ
ンの厨房に入り、料理するのか。後片付け、サービスもするの
か。お客様対応もするのか。

④レシピの食材手配は担当者がいらっしゃるのか。買い付け仕
入れの手伝いもするのか？

⑤食材料費の予算感上限など規定はあるのか？どれくらいの人
数の料理提供を考えていらっしゃいますか。

⑥厨房設備の詳細（例えばコンベクションオーブンがあるの
か、パン作りの機械、パコジャット、フライヤーなどもあるの
か）教えてください。

①本仕様書における「コラボメニューを期間限定で展開する」
とは、対象となる国と岡山県産食材等をテーマとした限定メ
ニューを企画・開発し、アンテナショップ２階レストランにお
いて２週間提供することを想定しています。

②受託者が担う業務は、アンテナショップ２階レストラン運営
事業者に対し、コラボメニューのレシピ提供を行い、メニュー
確定までの調整を行うことまでを想定しています。なお、受託
者が厨房において実際に調理を行ったり、料理指導を行うこと
は想定していません。

③受託者が期間中にレストランの厨房に常駐し、調理・後片付
け・サービスを行うことはありません。

④フェア開催期間中の食材の買い付けや仕入れ業務はレストラ
ン運営事業者が行いますので、受託者が行うことはありませ
ん。

⑤食材費の具体的な金額の上限については、設けておりませ
ん。また、レストラン利用者は平日１日150人、土日は250人の
利用者がいます。企画内容を踏まえ、現実的かつ実行可能な内
容を提案してください。

⑥厨房設備の詳細は、フライヤー、ＩＨ調理器、コンベクショ
ンオーブン、業務用電子レンジ（1500W）になります。

5
仕様書「３ 事業概要（３）」について、チラシは、おおよそ何
部をご希望なさいますか？大きさなど規定はありますか。

チラシの部数、大きさについては、現時点で具体的な規定は設
けていません。
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6

仕様書「４委託業務（１）」について、対象となる国につい
て、インフルエンサー（首都圏在住と訪日旅行に関心のある外
国人）はなぜ、同一の国である必要があるのですか。例えば、
ベルギー人の場合フランス人との差は無いと思います。

インフルエンサーの選定にあたっては、国籍や属性等に関する
具体的な基準は設けておりません。

7

仕様書「４委託業務（４）」について、情報配信の際、岡山の
観光名所やシンボルの画像などの提供にご協力いただけます
か。

岡山の観光名所等の画像については、公益社団法人岡山県観光
連盟のホームページにおいて公開されている画像素材を利用し
てください。
なお、画像の利用にあたっては、同ホームページに掲載されて
いる利用規約を遵守してください。

HP：https://www.okayama-
kanko.jp/business/photos/index.html


